
静岡県告示第210号 

 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する医師として次の者を指定した。 

  令和４年３月25日                                    

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

診断する身体 

障害の種類 
診療科目 医師氏名 

勤務する病院、 

診  療  所 
左の所在地 指定年月日 

肢体不自由 整形外科 
ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾂﾋﾛ 

南波 光洋 
藤枝市立総合病院 

藤枝市駿河台４－

１－11 

令和４年３

月 15 日 

肢体不自由 脳神経外科 
ﾔﾏﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 

山村 泰弘 
焼津市立総合病院 焼津市道原 1000 

令和４年３

月 15 日 

肢体不自由 脳神経外科 
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 

原田 俊一 

医療法人社団健育会 

熱川温泉病院 

賀茂郡東伊豆町白

田 424 

令和４年３

月 15 日 

肢体不自由 脳神経外科 
ﾄﾘｶﾞｲ ﾀｹｼ 

鳥飼 武司 

掛川市・袋井市病院企

業団立 中東遠総合医

療センター 

掛川市菖蒲ヶ池１

－１ 

令和４年３

月 15 日 

 


